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平成３０年度 第３回滋賀県公立大学法人評価委員会開催結果（概要）

日 時 平成３０年７月１９日（木）

１４時１０分～１５時３５分

場 所 滋賀県庁 ４－Ａ会議室

【出 席 委 員】 北野委員（委員長）、清水委員、前野委員

【事 務 局】 前田私学・大学振興課長、他関係職員

【県 立 大 学】 廣川理事長（学長）、堺井副理事長、倉茂理事、山根理事、田端理事、

久保田事務局次長、他関係職員

○開会

○委員会の進め方について

・委員会の進め方について、事務局から説明

【議 題】

１．平成２９事業年度に係る業務の実績に関する評価について

（委員長）それでは、議題１の「平成２９事業年度に係る業務の実績に関する評価」についてでござ

います。報告書が、大学から提出されたところですが、第１回委員会で説明された報告書（案）

から内容に変更はないとのことですので、報告書の説明は省略とさせていただきたいと思い

ます。

一方、昨年度、平成２８事業年度の業務実績に対して当委員会で「Ⅱ」と評価した事項が

ありましたので、平成２９事業年度における取組状況を大学から報告いただきたいと思いま

す。

・平成２８事業年度評価でⅡであったものの取組状況について、大学から説明

（委員長）ありがとうございます。それぞれ対応されているということでした。大学からの説明につ

いて、ご質問、ご意見等がありましたらお願いします。

（委員）広報（研究情報の発信）はホームページが有効な手段だと思いますが、アクセス数の分析

はされていますか。その分析結果をコンテンツ提供者に情報を還元する予定はありますか。

（大学）月に一度のペースでアクセス数の解析を行う予定をしていますが、現時点で教職員に情報

を還元する予定はありません。今までコンテンツが非常に貧弱でしたが、今年度からかなり

充実してきましたので、分析していきたいと考えています。
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（委員）教員にアクセス数などの情報を還元することは、教員にそこに情報を載せようというイン

センティブになり得ると思います。

（委員長）ありがとうございます。それでは、平成２９事業年度に係る業務の実績に関する評価につ

いて、大学で作成された自己評価に対して評価委員会としての評価をすることになります。

事務局が論点整理資料等を作成しておりますので、事務局から説明をお願いします。

・平成２９事業年度業務実績の論点整理資料、評価結果（素案）について、事務局から説明

（委員長）ありがとうございます。大学の自己評価において「Ⅳ」と評価している項目について、客

観的根拠が認められることから、評価委員会としても大学の自己評価を認めるものになって

います。「Ⅲ」を「Ⅳ」と評価している項目については、しっかり取り組まれていると評価

委員会として良く評価しています。また、一つ評価を下げる項目もありますが、ただいまの

説明につきまして、ご質問等がありましたらお願いします。

（委員）第２回委員会ではアクティブラーニングに対応した講義室を見学したところですが、実際

に教育効果が上がる取組をされているということだと思います。

（委員）学位論文審査基準を再点検されたのは、大学院の修士課程（博士前期課程および修士課程）

も博士課程（博士後期課程）もどちらもということでしょうか。

（大学）どちらも再点検し、統一した形式で定めましたが、特に問題視されたのは博士後期課程の

学位論文審査基準の内容が研究科毎に不統一だったことが挙げられます。併せて、博士後期

課程では３年間で学位を取得するのが通常の流れとなりますが、そのフローを整備し、学生

に示しました。

（委員）学位論文審査基準はディプロマポリシー（ＤＰ）とは別のものになるのでしょうか。

（大学）ＤＰはＤＰでして、各研究科毎に達成すべき要件を定めていますが、その要件を満たして

いるのか審査するため、論文の体裁や記述内容についての基準を明示したということです。

（委員）ＤＰに照らして、詳細に各項目を明確化したと理解しました。審査基準に照らして、評価

はどのように行っているのでしょうか。

（大学）博士後期課程の評価の場合には、学位論文の合否の判断となります。

（委員）学位論文を評価するだけでは、教育システムを評価できないという意見も聞きますが、論

文の合否だけでは、ＤＰで示している力が本当についているのか、人材育成としてどうだっ

たのか、ということを評価できないのではないでしょうか。
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（大学）博士前期課程も博士後期課程にも講義科目があり、俗に言う「ゼミ」も特別研究や特別演

習として科目化しています。これらは成績評価の対象になり、それぞれの科目の到達目標に

従っての評価をすることになっております。その上で、最後の論文審査に合格するかどうか

ということになります。

（委員）学位論文の基準を統一されたということですが、研究科も違えば、個々の研究もかなり多

様な研究となるかと思います。評価基準を統一するということはどういうことなのか、どう

いう統一をなされたのか教えていただきたい。むしろ、基準を統一することは、そぐわない

様に感じますがいかがでしょうか。

（大学）審査委員会の構成員や審査のプロセス、筆頭著者論文についてなど、審査に係る文言を全

研究科で同じ書式に統一したということです。

（委員）外形的、形式的な部分を統一したことが重要で、システム化して取り組んでいることを示

し、学生には３年間ですべきことを示すことができます。

（委員）提出された論文によっては、外部のその分野の専門家や先生も審査会のメンバーに入るな

ど、審査会の教員の構成が変わるということもあるのでしょうか。

（大学）そのことについては、学位規程で定めており、教授３名以上で、必要に応じて学外の専門

の研究者を加えることができるとしています。

また、多くの研究科では、一人の教員だけでの指導は避けよう、という動きがあり、コミ

ュニティ制度を取っている学科もあります。学内の教員から３名、必要に応じて４人目以降

は学外から招集し、普段から研究指導にあたることも可としています。

（委員長）評価を「Ⅲ」から「Ⅳ」に上げようとする授業料減免制度について、積極的な政策を打た

れたということで、「Ⅳ」にしようとするところですが、何かご意見ありませんか。

（委員）授業料減免の申請や認定にあたっては、成績が一つの基準となるのでしょうか。

（大学）基準の一つは家庭の経済状態で生活保護基準を指標にしています。生活保護基準は市町毎

に違うため、市町毎の基準に照らして全て計算します。さらに、経済状況に対して成績がど

の程度の順位かで減免率を計算します。経済状況と成績順位でマトリックスを作成し、それ

に照らし合わせて減免のパーセンテージが決まる、という方法を用いています。

（委員）生活保護基準と同程度の学生が必ず授業料の減免を受けられるガイドラインを作られ、そ

れを運用されているということになるかと思います。

積極的にやっていただきたいところですが、財政的なことで限りがありますので、財源に

基づいて減免をすることになるかと思いますが、授業料減免の最低保障をされたということ

になるかと思います。
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（委員）授業料減免の申請は単年度の申請でしょうか。１年生の時に認定を受ければ、条件を満た

している限り卒業まで減免を受けられるのでしょうか。

（大学）経済状況も成績状況も変わりますので、毎回申請してもらいます。ただし、１年生は申請

の段階でまだ成績が出ていませんので、中程度の成績として判定し、１年生前期の成績が出

たところで、成績が良ければ、減免率を上げています。

（委員長）財務会計システムの見直しの項目について、外形的、機械的に評価し、「Ⅲ」を「Ⅱ」に

下げることとしていますが、このことについて、議論していただきたいと思います。

この項目については、計画の立て方に問題があるという思いもありますので、年度計画を

立てた時点で大学がどういう予定をしていたのか、もし分かれば教えていただきたい。

・平成２９事業年度計画番号 39 の計画策定時の予定と実績について、大学から説明

（委員）仕様書はどういった内容なのでしょうか。

（大学）プロポーザルにかける条件を記述した書類です。

（委員）入札の前に、仕様書をしっかりと定めておかないと、想定外のシステムを導入されてしま

う可能性があります。特にソフトウェアでは変な仕様書を策定してしまうと、使えないシス

テムを導入することになってしまいます。

（委員）ソフトウェアの仕様書は、インプットする情報の形式や収集方法の入り口の部分とソフト

ウェアを使ってアウトプットされた情報の利用目的や処理方法の出口の部分をしっかり固め

ないと、非常に使い勝手が悪いものになったり、思ったようなものではなかったということ

が多いと思われます。

一方で、仕様書の策定が遅れたことは担当の方の事情があったにしても、それよりも、イ

ンプット情報やアウトプット情報を整理することが出来なかった組織として問題がある場合

が往々にしてありますので、ソフトウェアの導入だけではなく、そのあたりの総合的な策定

方法がどうだったのか、もう少し詳しく事情を聞かせていただきたい。

（委員）国立大学では、法人化して法人的な会計制度にいこうする一方で、国の会計的な縛りが残

っており、使いにくいシステムを使い続けている現状があります。これに似た状況があって、

使いやすいもの変えようとしているのだと思いますが、そのあたりを教えていただきたい。

（大学）現在運用しているシステムは使い勝手が悪く、相当な手間がかかっていますことから、出

来るだけ効率化を図ろうと見直しを行いました。一から自力でシステムを構築しようとして

いるのではなく、全国で何十という大学が既に導入している汎用性のあるシステムをベース

に本学としてどういう機能を加えていくのかという検討をしました。そのため、インプット
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とアウトプットにたくさんのバリエーションがあるわけではなく、そういったことを前提に

仕様書を作成しております。

（委員）今が過渡期ということで、次の世代に向けてもう少し冷静に導入しようということはどこ

でもあることで、それ故に手間を掛けているということだと思います。既存のシステムから

の移行や他のシステムとの連携についても考えなければなりません。

（委員長）本日最終判断を下すということではありませんが、この事業については、遅れているとい

う現実があり、大学としても遅れている事を認識していますので、評価委員会として「Ⅱ」

と判断することは正当なものかと思います。

また、仮に計画どおり進んでいたとしても、年度計画の書き方には課題があったと思いま

す。平成 29 年度の事業としては重要な仕事をしたにも関わらず、全く評価されないというの

はむなしい気もしますので、計画を立てる際にはそのプロセスも評価できるような書き方を

していく必要があると思います。

（委員長）ありがとうございます。本案件につきましては、次回の委員会でも引き続き議論をさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

２．第２期中期目標期間における業務の実績に関する評価について

（委員長）議題の２番目に移らせていただきます。「第２期中期目標期間における業務の実績に関す

る評価」についてでございます。これにつきましても第１回委員会で説明いただいた報告書

の内容から変更ありませんので、報告書自体についての説明は省略とさせていただきます。

それでは、事務局から論点整理資料等に従って説明をお願いします。

・第２期中期目標期間業務実績の論点整理資料、評価結果（素案）について、事務局から説明

（委員長）ありがとうございます。それでは、こちらは６年間の全体の評価となりますが、ご質問等

がありましたらお願いします。

（委員）全体的にもＣＯＣ、ＣＯＣ＋の補助金を受けられて、様々なプログラムにうまく活用され

ており、高い評価となっています。

（委員）コンビニエンスストアに土地を貸していますが、撤退するようなことはなさそうですか。

（大学）撤退する様子はありませんが、賃借料が負担になっていると相談があり、周辺地価の状況

を参考に平成 30 年度から賃借料を若干下げています。

（委員）民間は撤退が早いので、コンビニエンスストアが営業を続けることは学生、教職員にとっ

てありがたいことだと思います。
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（委員）契約期間はどのくらいですか。

（大学）２０年です。

（委員）大学関係者の方が保育園を利用しているのでしょうか。

（大学）３、４人が利用していると聞いています。大学として枠を確保するということは理想なの

ですが、市役所を通じて入所が決まりますので、そこまでは出来ていません。

一方、いろいろ連携をしようということで、人間看護学部の学生が保育園を使って実習さ

せていただいたり、とよさらだ（近江楽座の団体）の農園を園児が訪問し、畑に触れてもら

ったり、という連携をしています。

（委員）キャップ制の導入は平成 30 年度からでしたか。

（大学）平成 30 年度からです。年間 49 単位を上限としています。

（委員）キャップ制を導入して何か問題は起きていませんか。

（大学）問題が起きないよう、年次進行で、新入生から導入しています。１年生では混乱は起きて

いません。また、教職科目や資格取得のための科目、一部の学部のキャップ制になじまない

科目は、卒業単位を圧迫しないよう対象外としています。

教員とも相当議論はありましたが、大学基準協会の認証評価結果において改善を指摘され

た事項ですので、理解いただいております。

（委員）逆に、授業一つ一つの密度を上げないといけないと思いますが、そのあたりはどうですか。

（大学）本来の単位制では 45 時間の学習に対して１単位を付与する規則ですから、授業外にも学習

をしなければなりませんので、その授業外学習までエビデンスを持って、単位数の見直し、

実質化に取り組んでいます。

（委員長）ありがとうございます。こちらも、次回、質疑の時間を取らせていただきます。改めて気

になる点がございましたら、ご質問いただきたいと思います。

（委員）評価が「Ⅲ」から「Ⅱ」に下がる財務会計システムの項目について、策定している間に解

決しておいたほうがより良くなるだろうという検討課題が見つかったことにより、もともと

の開発計画自体を見直した、というような結論になった場合、むしろスケジュールだけを気

にして実施することより内容的にはもっと評価できることもありうると思うのですが、法人

評価委員会ではどちらに判断するのでしょうか。
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（委員）逆に言えば、計画に合わせて間に合わせの仕事をしてしまう恐れがあるということでしょ

うか。

（委員）何年か後になって、あのときもっと腰を据えてやればよかったというような検討課題があ

ったというのならば、むしろ勇気をもって計画を止める、改善する方が評価できると思いま

す。

（委員）年度計画で「実現する」という段階まで書いてしまった事が問題で、もう少し柔軟に過程

の部分も書いていただくと良いと思います。

（委員）若干の表現や理由の書きぶりが評価に影響するとしたら、評価自体が非常に形骸的で、本

来的な評価から離れていくことになるのではないかと思います。

（委員長）確かにその通りだと思います。評価を硬直的にやると評価のための評価になってしまい、

意味がなくなってしまいます。本日報告を受けたのは人の問題で遅れたというネガティブな

内容でしたので、次回はこの仕事自体の難しさや時間をかけることの意味みたいなことを説

明いただきましたら、それを基にまた判断をしたいと思います。

（大学）次回、説明の機会をいただけるのでしたら、趣旨に沿った説明をさせていただきます。

（委員長）ありがとうございます。本日のところはこのあたりにさせていただきたいと思います。次

回続きの議論をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、進行を事務局にお返ししたいと思います。

○閉会


